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くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）を募集中。販売代理店の（株）ホープ（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

市外局番 096 を省略しています◦「〒860-8601」は市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。

 男女共同参画の視点に立った防災出前講座  

  日   定  6月～来年1月末の期間で応相
談  場  市内（実施場所は申込団体で確
保）または男女共同参画センターはあ
もにい  対  市内に在住・在勤・在学中の
方で構成された団体・自治会・企業な
ど  費  無料（会場使用料や設営費用は
申込者負担）  申  電話またはメール
（info@harmony-mimoza.org）で男
女共同参画センターはあもにい（☎
345-2550）へ

 「熊本市スポーツリーダー」募集 
小学生の指導をできる方、スポーツ
指導に経験のある方、市民スポーツ活
動に貢献したい方、「熊本市スポーツ
リーダー」に登録しませんか？
【募集リーダー】①種目別スポーツリー
ダー（各種競技団体等公認スポーツ指
導者の資格や、教員免許を有する方）
②地域スポーツリーダー（熊本市ス
ポーツ推進委員もしくは各競技種目
の指導歴が豊富な方）③マネジメント
リーダー（地域の社会体育団体等の役
員、総合型地域スポーツクラブを理解
し推進する方）
【リーダー登録要件】原則20歳以上の
市内に居住または通勤通学する方で、
市が実施する登録講習会の受講が必
要
  申   問  スポーツ振興課（☎328-2724）
詳しくは、市ホームページへ。

 700MHz利用推進協会によるテレビ受信障害対策工事実施  

3月19日より市内一部地域で、携帯
電話の新しい電波利用を開始します。
それに伴い、テレビ映像に影響の出る
恐れのある家庭に以下のチラシが配
布されます。

工事作業者が費用を請求すること
は一切ありません。訪問する作業者
は、「テレビ受信障害対策員証」を携行
しています。不審に思ったら提示を求
め、コールセンター（☎0120-700-
012 午前9時～午後10時）へ問い合
わせください。
また、影響が出た場合には、回復作
業を行いますので、上記コールセン
ターに連絡ください。回復作業は無料
です。
  （情報政策課　☎328-2057）

 事業ごみは市の収集には出せません  

  内  業種や規模にかかわらず、事業活
動に伴って生じたすべてのごみのこ
とを「事業ごみ」と言います。事業ごみ
は、事業者の責任で適正に処理するこ
とが義務付けられており、たとえ少量
であっても、ごみステーションに出す
ことはできません。
事業者が自ら処理施設に持ち込む
か、廃棄物処理業の許可を持つ業者に
処理を委託してくださ
い。詳しくは、市ホーム
ページ「事業ごみを廃
棄したい時には？」へ。
  こちらから扌

  （事業ごみ対策室　☎328-2365）

 事件等の被害に遭い、悩んでいませんか？  

  内  安心して暮らすことができるまち
づくりの実現のため、犯罪被害に遭わ
れた方々へ、各種支援に関する情報提
供や、相談内容に応じたサポート機関
の紹介などを行っています  問  生活安
全課（☎328-2397）、区役所総務企画
課［中央（☎ 328-2610）、東（☎ 367-
9121）、西（☎329-1142）、南（☎357-
4112）、北（☎272-1110）］
  （生活安全課　☎328-2397）

 消費生活出前講座  　無料　 
  場  市内の希望する場所  内  地域住民
などに対する情報提供、消費者学習と
して講師を派遣します。地域での勉強
会や学校の授業などに活用ください 
  師  消費生活相談員など  定  10人以上 
  申  申込用紙を希望日の21日前まで
に、郵送またはファクス（353-2501）
で〒860-0806中央区手取本町1-1　
熊本市役所別館（駐輪場）5階消費者
センター（☎353-5757）へ ※申込用
紙は、市ホームページからダウンロー
ドされるか、消費者センターへ電話い
ただくと郵送します。
  （消費者センター　☎353-5757）

 春季全国火災予防運動  
  内  3月1日～7日までの間、春季全国
火災予防運動を実施します。この運動
は、市民の皆さんに防火・防災に関す
る意識をさらに高めていただくこと
で、火災の発生を予防し、火災から尊
い生命と貴重な財産を守ることを目
的としています。この時期は、空気が
乾燥し火災発生の危険性が高まりま
す。火の取り扱いには十分注意してく
ださい。一人ひとりのこころがけで、
火災のない安全な街づくりを目指し

ましょう。
【2019年度全国統一防火標語】
「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」
  （消防局予防課　☎363-0263）

 備えよう！住宅用防災機器  
  内  本市で発生する火災の約6割は、
住宅で発生しています。火災から命を
守るために、住宅用防災機器を備えま
しょう。火災の早期発見および拡大防
止に有効な住宅用防災機器には次の
ようなものがあります
【住宅用火災警報器】火災の煙や熱を感
知して、警報音で知らせてくれます
【消火器】初期の火災を消火し、被害拡
大を防止します。スプレー式のものや
小型の消火器で持ち運びが便利なも
のもあります
【防炎製品】火が接しても着火しにく
く燃え広がるのを防ぎます。防炎製品
にはカーテン、エプロン、アームカ
バー、寝具類などがあります
  問  消防局予防課（☎363-0263）

 使用を中断する浄化槽は清掃して水を張りましょう  

  内  建物の建て替えなどで使用を中断
する浄化槽は、そのまま放置すると、
腐敗し悪臭の原因となり、機能に支障
が出ます。使用を中断する場合は、清
掃業者に依頼して清掃を行ってから
水を張りましょう ※4月より、使用
を中断する場合は新たに届出が必要
になります  問  浄化対策課（☎328-
2366）

 犬と猫の休日譲渡会  
  日  3月15日（日）犬の譲渡前講習会：
午前10時～（受講済の方は不要）、犬
の譲渡受付：午前11時～11時半、猫
の譲渡受付：午前 10 時～11 時半 
  場  市動物愛護センター  費  犬の譲渡

熊本市廃棄物の処理及び清掃に関
する条例の一部改正（素案）
担当課  ごみ減量推進課（☎328-2365）
閲覧期間  1月27日（月）～3月13日（金）
　
熊本市しごと・ひと・まち創生総合
戦略（素案）
担当課  政策企画課（☎328-2035）
閲覧期間  2月25日（火）～3月26日（木）
　
熊本市第7次総合計画
中間見直し（素案）
担当課  政策企画課（☎328-2035）
閲覧期間  2月25日（火）～3月26日（木）
　
熊本市手話言語条例（素案）
担当課  障がい保健福祉課（☎328-2519）
閲覧期間  3月16日（月）～4月16日（木）

第2次熊本市人権教育・啓発基本計
画（素案）
担当課  人権推進総室（☎328-2333）
閲覧期間  3月16日（月）～4月15日（水）
　
熊本市生涯学習推進計画（素案）
担当課  生涯学習課（☎328-2736）
閲覧期間  3月16日（月）～4月15日（水）
　
熊本市動植物園マスタープラン（素案）
担当課  動植物園（☎368-4416）
閲覧期間  3月25日（水）～4月24日（金）
　
水前寺江津湖公園利活用・保全計画
（素案）
担当課  公園課全国都市緑化フェア推進室（☎328-

2525）
閲覧期間  3月25日（水）～4月24日（金）

熊本市中小企業・小規模企業振興
基本計画（素案）
担当課  経済政策課（☎328-2375）
閲覧期間  3月25日（水）～4月24日（金）
　
第4次熊本市地域福祉計画・
地域福祉活動計画（素案）
担当課  健康福祉政策課（☎328-2340）
閲覧期間  3月27日（金）～4月27日（月）
　
熊本市住生活基本計画
中間見直し（素案）
担当課  住宅政策課（☎328-2438）
閲覧期間  3月30日（月）～4月30日（木）

閲覧場所  担当課、情報公開窓口、区役所（中
央区を除く）、市ホームページなど
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